
総合評価点算定基準 

 

１ 趣旨  

この算定基準は、松本市総合評価落札方式実施要綱（以下「要綱」という。）に基づき適正な

算定を実施するため、必要な細目について定める。  

 

２  評価点の設定  

点数の配分は以下による。  

⑴ 価格点：79.2～85.7 78.2～84.2点 

⑵ 価格以外の評価点：14.3～20.8点 15.8～21.8点 

 

３ 総合評価点の算定方法  

総合評価点＝価格点＋価格以外の評価点  

 

４ 価格点の算定方法  

⑴ 応札額が予定価格（消費税及び地方消費税を除く。）を超えた者、または要綱第７条に基づ

き失格となった者を除いて算定する。  

⑵ 価格点＝配点×最低価格／入札価格［小数点以下第３位四捨五入第２位止め］  

※ 最低価格とは、有効な入札価格のうち、最低の入札価格とする。  

 

５ 価格以外の評価点  

価格以外の評価点は、以下に示すとおりとする。  

工事成績等について算定した合計点とする。なお、評価の基準については以下を参考に案件

ごとに定めるものとし、評価の基準日は公告日とする。  

⑴ 企業の技術力  

ア 企業の施工能力  

(ｱ) 工事成績（必須）：松本市工事検査課による検査を受けた工事の工事成績評定を基に算

出する。（最大６点）  

評価点＝６点×（工事成績評定点－65）／（最高工事成績評定点－65）  

［小数点以下第３位四捨五入２位止め］  

※１ 工事成績評定点は、松本市工事検査課による検査を受けた工事の過去３ ４カ年

（検査年度）の工事成績評定点を単純平均して求める。［小数点以下第２位四捨五入

第１位止め］ 

※２ 最高工事成績評定点は、有効な価格以外の評価点申請者のうち、工事成績評定点

が最高の者の点数とする。  

※３ 工事成績評定点が 65 点の場合及び工事成績評定点がない場合の評価点は０点、

65点未満の場合の評価点はマイナスとする。 



※４ 工事成績評定点の対象工事は以下のとおりとする。 

⑴ 業種区分はすべての業種とする。 

⑵ 松本市工事検査課による検査を受けた工事（松本市上下水道局及び松本市を構

成員とする団体等が発注した工事）で契約金額が 200万円（税込）以上の工事を

対象とする。 

⑶ 共同企業体の構成員として契約した工事も対象とする。 

※５ 工事成績評定点の取得者が少ない工事においては、配点を下げることができるも

のとする。 

(ｲ) 工事実績（同種・類似工事実績）(選択)：専門性の高い工事や経験・実績など 

求められる工事において、同種・類似工事の実績の有無により評価する。（最大 2.0点）  

※１ 上記の点数の範囲内で加点する。  

※２ 実績は、公共機関等（建設実績情報のコリンズ・テクリス登録等に関する規約」

第３条第１項第 15号で定義された機関（以下「公共機関等」という。））から発注さ

れた工事を元請けしたものを基本とする。ただし、公告で定めた場合は民間発注工

事の実績等を含めることができるものとする。  

※３ 求める実績の規模、 内容等については、その都度決定する。  

※４ 工事成績評定点が 65点未満の工事については、実績として認めないものとする。  

※５ 工事施工実績調書（総合評価落札方式）を提出すること。 

※６ 対象期間は、公告日を起算日とした過去 10 ４年間を基本とし、公告日前日まで

に竣工したものを評価対象とする。ただし、公告で定めた場合は対象期間を変更で

きるものとする。 

（ｳ） 優良工事（優良工事表彰実績）（必須）：本市の優良工事表彰実績のある者を評価する。

（最大 1.0点）  

  ａ 表彰実績２回以上：1.0点 

  ｂ 表彰実績１回：0.5点 

※１ 上記の点数を加点する。  

※２ 実績とする評価対象工事は以下のとおりとする。 

⑴ 評価対象は入札案件と同一の工事種別に限る。  

⑵ 共同企業体の構成員として受賞した工事も対象とする。 

※３ 実績とする期間については、公告日の属する年度の前年度までの過去３ ４年度

分（表彰実績年度）とする。  

イ  技術者の施工能力 

(ｱ) 技術者実績（同種・類似工事実績）（選択）：同種・類似工事の主任（監理）技術者又

は現場代理人として従事した実績を評価する。（0.5点） 

※１ 上記の点数を加点する。 

※２ 実績は、公共機関等から発注された工事を元請けしたものを基本とする。ただし、

公告で定めた場合は民間発注工事の実績等を含めることができるものとする。 

※３ 求める実績の規模、内容等については、その都度決定するものとする。  



※４ 工事成績評定点が 65点未満の工事については、実績として認めないものとする。  

※５ 配置予定技術者調書（総合評価落札方式）を提出すること。 

※６ 複数の配置予定技術者を申請した場合の評価点は、最も下位の者の点数とする。 

※７ 対象期間は、公告日を起算日とした過去 10 ４年間を基本とし、公告日前日まで

に竣工したものを評価対象とする。ただし、公告で定めた場合は対象期間を変更で

きるものとする。 

  (ｲ) 優良工事（優良工事表彰実績）（必須）：本市の優良工事表彰対象工事の主任（監理）

技術者又は現場代理人として従事した実績を評価する。：0.5点 

※１ 上記の点数を加点する。  

※２ 評価対象は入札案件と同一の工事種別に限る。  

※３ 実績とする期間については、公告日の属する年度の前年度までの過去４年度分

（表彰実績年度）とする。  

※４ 技術者等の表彰対象工事施工時の所属は問わないものとする。 

※５ 配置予定技術者調書（総合評価落札方式）を提出すること。 

※６ 複数の配置予定技術者を申請した場合の評価点は、最も下位の者の点数とする。 

   (ｳ) 技術者の保有資格（必須）：契約時に配置する技術者（技能者を含む。）の資格の有

無及び保有期間により評価する。（最大 1.0点） 

      ※１ 上記の点数の範囲内で加点する。 

   ※２ 登録が必要な資格については、公告日までに登録が完了していなければ 

ならない。 

（監理技術者 1点、主任技術者 0.5点※資格保有期間が 3年に満たない場合 0点） 

   ※３ 複数の配置予定技術者を申請した場合の評価点は、最も下位の者の点数とする。 

   ※４ 保有資格及び保有期間を確認することができる資格者証等の写しを提出するこ

と。 

   (ｴ) 継続教育（選択 必須※継続教育の対象工種のみ）：継続教育（ＣＰＤ）の学習単位

の取得実績により評価する。（最大 1.0点） 

    ａ 主任技術者として建設系ＣＰＤ協議会又は建築ＣＰＤ運営会議に属する団体が

認定したＣＰＤプログラムにおける学習単位が 60単位以上（建築一式、電気工事、

管工事にあっては 30単位以上）の者を配置できる場合：1.0点 

     ｂ ａ以外で、主任技術者として建設系ＣＰＤ協議会又は建築ＣＰＤ運営会議に属す

る団体が認定したＣＰＤプログラムにおける学習単位が 40単位以上（建築一式、電

気工事、管工事にあっては 20単位以上）の者を配置できる場合：0.5点 

     ※１ 上記の点数を加点する。 

※２ 学習履歴証明書の写しを提出すること。 

※３ 学習履歴証明書は、以下を有効とする。 

・証明期間又は単位取得期間が、公告日が属する年度の前年度までの過去３年度分

のもの。 

    ※４ 複数の配置予定技術者を申請した場合の評価点は、最も下位の者の点数とする。 



※５ 上記を基本とするが、公告で定めた場合は内容を変更できるものとする。  

(ｵ) 担い手育成（選択）：女性又は満 40歳未満の技術者を配置する者を評価する。：0.5点 

※１ 公告日において上記の条件を満たす場合に点数を加点する。  

※２ 女性かつ満 40歳未満であっても、0.5点の加点とする。 

※３ 配置予定技術者調書（総合評価落札方式）を提出すること。 

※４ 複数の配置予定技術者を申請した場合の評価点は、最も下位の者の点数とする。 

 

⑵ 企業の社会性・地域性  

ア 社会貢献  

(ｱ) 環境対策（必須）：環境対策に関する認証制度について、その取得実績により 

評価する。（最大 1.5点）  

ａ ＩＳＯ14001又はエコ・アクション 21の認証取得事業所：0.5点  

※１ 上記の点数を加点する。ただし、複数取得の場合でも 0.5点とする。 

※２ 認証を証明する登録証の写しを提出すること。 

 ｂ ｅｃｏオフィスまつもと認定取得事業所：（最大 1.0点） 

  ※１ ☆☆☆認定取得事業所：1.0点 

※２ ☆☆認定取得事業所：0.5点 

※３ ☆認定取得事業所：0.3点 

※４ 上記の点数を加点する。  

(ｱ) 環境対策（必須）：環境対策に関する認証制度について、その取得実績により 

評価する。（最大 1.5点）  

a ＩＳＯ14001又はエコ・アクション 21の認証取得事業所：0.5点  

※１ 上記の点数を加点する。ただし、複数取得の場合でも 0.5点とする。 

※２ 認証を証明する登録証の写しを提出すること。 

 ｂ ecoオフィスまつもと☆☆☆認定取得事業所：1.0点 

 ｃ ecoオフィスまつもと☆☆認定取得事業所：0.5点 

 ｄ ecoオフィスまつもと☆認定取得事業所：0.3点 

※３ 上記の点数を加点する。なお、b、c、dについては、aの加点に上乗せで加点す

ることができる。 

 (ｲ)  労働福祉（必須）：障害者雇用、労働環境、ワーク・ライフ・バランスの推進、健康

経営の状況により評価する。（最大 3.8 3.3 点）  

ａ 障害者雇用（最大 1.0点） 

(a) 障害者を常用労働者として、法定の障害者雇用率の２倍を上回って雇用している

又は法定雇用義務は無いが２名以上雇用している場合に評価する。:1.0点  

(b) 障害者を常用労働者として、法定の障害者雇用率を上回って雇用している又は法

定雇用義務は無いが雇用している場合に評価する。:0.5点  

※１ 上記の点数を加点する。  

※２ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条の規定に基づく障害者雇



用状況報告書の写し（労働局の受付印のあるもの。）又は障害者雇用状況申出書

を提出すること。  

ｂ 経営事項審査の「労働福祉の状況（Ｗ₁）」が 30点以上の場合に評価する。:0.5点  

※１ 上記の点数を加点する。  

※２ 「労働福祉の状況（Ｗ₁）」は、公告日の直近に通知された「経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書」（以下「通知書」という。）中の「労働福祉の状況」

の点数により確認するため、通知書の写しを提出すること。  

ｂ ワーク・ライフ・バランスの推進（最大 1.3点） 

(a)  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「えるぼし」認定又は

次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定を受けている場合に評価す

る。:1.3点 

※１ 上記の点数を加点する。 

 ※２ 認定通知書の写しを提出すること。 

(b) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律又は次世代育成支援対策推進法

に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届出をしている場合に評価す

る。:1.0点  

 ※１ 上記の点数を加点する。 

 ※２ 「一般事業主行動計画策定・変更届」（公告日において計画期間中のもので、

労働局の受付印があるもの。）の写しを提出すること。 

(c) (a)(b)以外で、育児休業制度を就業規則に規定している場合に評価する。：0.5点 

 ※１ 上記の点数を加点する。 

   ※２ 就業規則（公告日において適用となっているもので、労働局の受付印のある

もの。）の写しを提出すること。 

ｃ 健康経営優良法人認定を受けている場合に評価する。:1.0点  

※１ 上記の点数を加点する。  

※２ 認定証（公告日において有効であるもの）の写しを提出すること。 

 

イ 地域要件 

地域要件（選択）：入札者の本店等所在地を基に評価する。（最大 2.0点） 

ａ 松本市内に本店がある者：2.0点 

ｂ 松本市内に支店等がある者：1.0点 

※ 上記の点数を加点する。 

ウ 地域貢献  

(ｱ) 災害対応（必須）：（最大 1.0点）  

ａ 国土交通省各地方整備局「災害時の基礎的事業継続力」認定企業となっているもの

を評価する。（0.5点） 

※ 上記の加点をする。ただし、複数の地方整備局から認定を受けている場合でも 0.5

点とする。 



ｂ 災害時の応援協定等の締結状況により評価する。（最大 0.5点） 

※１ 松本市と災害時の応援協定等を締結している者又は締結している団体の構成

員：0.5点 

※２  松本市災害時サポート事業所登録をしている者：0.3点  

※３ 上記の点数を加点する（最も配点の高いものを選択する）。 

(ｱ) 松本市との災害時の協力体制の状況（必須）：災害時の応援協定等の締結状況により評

価する。（最大 0.5点）  

a 松本市と災害時の応援協定等を締結している者又は締結している団体の構成員：0.5

点 

b  松本市災害時サポート事業所登録をしている：0.3点  

※ 上記の点数を加点する（最も配点の高いものを選択する）。   

(ｲ) 松本市道の除融雪契約（選択）：前年度に松本市と道路除融雪業務委託契約を締結して

いる者を評価する。（最大 1.0点）  

 ａ １・２次路線の除雪・融雪業者：1.0点 

ｂ １・２次路線の除雪業者 ：0.5点 

ｃ １・２次路線の融雪業者 ：0.5点 

ｄ ３次路線の除雪業者   ：0.3点 

※ 上記の点数を加点する（最も配点の高いものを選択する）。   

(ｳ) 消防団活動（必須）： 松本市消防団協力事業所として表示証を交付されている者を評

価する。（0.5点）  

※ 上記の点数を加点する。  

  エ その他 

社会的責任（必須）：所得税の源泉徴収義務者のうち、市民税・県民税等の「特 

別徴収義務者」となっていない者。（－1.5点）  

※ 上記の点数を減点する。  


